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本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
国
民

生
活
セ
ン
タ
ー
を
解
散
し
て
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
を
設
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一

本
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
独
立
行
政
法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と

い
う

）
と
す
る
。

。

二

セ
ン
タ
ー
の
目
的
は
、
国
民
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
寄
与
す
る
た
め
、
総
合
的
見
地
か
ら
、
国
民
生
活
に
関
す
る
情
報

提
供
及
び
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

三

セ
ン
タ
ー
は
、
主
た
る
事
務
所
を
神
奈
川
県
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
資
本
金
は
、
全
額
政
府
出
資
と
す
る
。

四

セ
ン
タ
ー
の
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
（
任
期
四
年
）
及
び
監
事
（
任
期
二
年
）
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、

理
事
（
任
期
二
年
）
を
三
人
ま
で
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
。
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五

セ
ン
タ
ー
の
主
な
業
務
は
、
国
民
に
対
す
る
国
民
生
活
の
改
善
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
国
民
か
ら
の
苦
情
・
問
合
せ
等

に
対
す
る
情
報
の
提
供
、
類
す
る
業
務
を
行
う
行
政
庁
・
団
体
等
の
依
頼
に
応
じ
て
国
民
生
活
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
国

民
生
活
の
実
情
及
び
動
向
に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
研
究
、
国
民
生
活
に
関
す
る
情
報
の
収
集
と
す
る
。

六

内
閣
総
理
大
臣
は
、
商
品
の
流
通
又
は
役
務
の
提
供
が
国
民
の
生
命
、
身
体
若
し
く
は
財
産
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
な
ど
、
国
民
に
対
し
て
緊
急
に
情
報
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
セ
ン
タ
ー
に
対
し
業
務
に
関
し

必
要
な
措
置
の
実
施
を
要
求
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

七

セ
ン
タ
ー
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣
、
主
務
省
及
び
主
務
省
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
内
閣
総
理
大
臣
、
内
閣
府
及
び

内
閣
府
令
と
す
る
。

八

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
は
、
セ
ン
タ
ー
の
成
立
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
権
利
・
義
務
は
、
セ
ン
タ
ー
が
原

則
的
に
承
継
す
る
こ
と
と
す
る
。

九

本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
廃
止
等
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。


